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（１）見直しの背景

「小樽市公園施設⾧寿命化計画」は平成25年度(2013年度)に策定し、計画期間を平成25年度(2013年

度)から令和４年度(2022年度)までの10年間とし、公園施設の維持管理や更新を進めてきましたが、市民の安

全・安心な公園利用を図るためには、継続して既存公園施設の機能を維持する必要があります。

本計画は「小樽市公共施設等総合管理計画（平成28年12月）」や「第２次小樽市緑の基本計画（令和5

年3月予定）」の個別施設計画として位置付けられており、次期計画の策定に当たっては関連計画との整合を図り、

現計画と同様に公園利用者の安全確保及びライフサイクルコスト※縮減の観点から、公園施設の適切な修繕や更

新、計画的な⾧寿命化対策などへの取組を推進することを目的に策定するものであります。

※ライフサイクルコスト:施設の建設から、維持管理、修繕、解体処分までの全期間に要する費用
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計画の位置付け 策定体制

（２）計画の概要

〇公園施設⾧寿命化計画とは
国土交通省都市局公園緑地・景観課が策定した公園施設⾧寿命化計画策定指針(案)【改訂版】に基づき、地方公共団体における公園施設の計画的な維持管理の

方針を明確化するとともに、施設ごとに、管理方針、⾧寿命化対策の予定時期・内容などを、最も低廉なコストで実施できるよう整理することを目的とした計画です。
〇公園施設⾧寿命化計画に定める事項
公園施設⾧寿命化計画策定指針(案)【改訂版】により、計画に記載する事項は以下のとおりです。
・ 都市公園整備状況等の基礎的事項
・ 公園施設の維持管理に関する基本方針
・ 公園ごとに整理した⾧寿命化対策を行う施設及び年次計画の一覧
・ 公園施設ごとに整理した維持管理や補修の内容、年度ごとの対策内容の一覧
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公園施設⾧寿命化計画の概要を以下のとおりに示します。

小樽市公共施設等総合管理計画
〈平成28年12月策定(令和４年２月改訂)〉

【国土交通省】
インフラ⾧寿命化基本計画
〈平成25年11月策定〉

【個別施設計画】
第２次小樽市公園施設⾧寿命化計画

第２次小樽市緑の基本計画
[都市緑地法]

〈令和5年3月予定〉

第７次小樽市総合計画
［小樽市自治基本条例］

〈令和元年10月策定〉

【上位計画】

【関係機関】
・国土交通省
・北海道

【市民等】
・パブリックコメント手続

意見

事 務 局

計画案

市 ⾧

報告
市 議 会

関係部⾧会議
（二役含む）

報告

計画原案
協議

即す即す 即す

即す即す
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（３）計画の策定

⾧寿命化計画策定の手順
公園施設⾧寿命化計画の策定は「公園施設⾧寿命化計画策定指針(案)【改訂版】」に基づいて進めます。

現地調査や都市公園台帳等を基に、対象とする公園施設について、実際の設置状況や利用状
況、劣化や損傷の状況を把握し、以下の(1)(2)に分類する。

(1)事後保全型管理を行う施設
求められる機能が確保できないと判断された時点で、撤去または更新を行う施設

(2)予防保全型管理を行う候補施設
公園施設の機能保全に支障となる劣化や損傷を未然に防止しながら⾧持ちさせるべき施設

①予備調査
（P４）

公園施設ごとに専門的な技術力を有するものが、構造部材・消耗材の劣化や損傷の状況を目
視等により調査を実施し、その後調査で得られた情報を基に公園施設の補修、もしくは更新の必
要性について総合的な判定を行う。健全度の判定は、「Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ」の4段階で評価し、施設
の補修、もしくは更新に対する緊急度の判定を「高・中・低」の3段階で評価する。

公園施設の管理類型に応じて、⾧寿命化対策や維持管理に関する基本方針を整理し、⾧寿
命化対策に必要な概算費用及びライフサイクルコストを算出し、年次計画に取りまとめる。

作業事項 実 施 内 容

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

実施年度

②健全度調査及び健全度・緊急度判定
（P５・６）

③計画の策定
（P７～１０）
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（３）計画の策定

①予備調査
都市公園93か所(街区公園71か所、近隣公園11か所、地区公園6か所、総合公園3か所、都市緑地2か所)を対象に実施した予備調査結果を以下の

とおりに示します。

〇管理類型で分類する主な施設

管理類型

事後保全型管理を行う施設 予防保全型管理を行う候補施設

園路の舗装、花壇、汎用品のベンチ、野外卓、
水飲場、手洗い場、簡易トイレ ほか

橋梁（10ｍ以上）、カスケード、四阿、
転落防止柵（1.1m以上）、遊戯施設 ほか

※予防保全型管理を行う候補施設については、⾧寿命化対策の検討の段階で、ライフサイクルコスト縮減効果が見込まれない場合は、事後保全型管理を行う施設と
して分類を変更します。

（１）現地での状況把握
公園施設の基礎情報を都市公園台帳等で整理した後、現地で公園施設の有無、増減、利用禁止のほか劣化や損傷の状況を把握し、施設の設置状

況と都市公園台帳などの内容を照合する。

（２）公園施設ごとの管理類型
「公園施設⾧寿命化計画策定指針(案)【改訂版】」における「公園施設ごとの管理類型の例」を参考に、公園施設の規模、素材や構造等からライフサイ

クルコストの縮減効果が見込まれる施設を「予防保全型管理を行う候補施設」とし、明らかにライフサイクルコスト縮減効果が見込めない施設を「事後保全
型管理を行う施設」として分類する。

あずまや
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（３）計画の策定

（１）健全度調査
予備調査の段階において、予防保全型管理を行う候補に分類した施設について、より詳しく施設の構造部材及び消耗材等の劣化や損傷の状況を確認するた

め、専門的な技術力を有する者により健全度調査を実施する。

（２）健全度判定
健全度の総合的な判定は、施設の各構造部材に対する健全度評価の中から最低の評価をその施設の総合判定とする。
ただし、非構造部材であっても施設の可動部のように、その部材の損傷が重大な事故につながる場合は総合評価に考慮する。
なお、遊具については構造部材に加え、消耗材などの非構造部材も含めた最低の評価を総合判定とし、遊具の構造的な欠陥や不適切な配置などにより事故発生の要因とな

る「ハザード」についても総合判定に考慮する。

〇健全度判定の評価基準

健全度 評価基準

Ａ ・全体的に健全である。
・緊急の補修の必要はないため、日常的な維持管理をするもの。

Ｂ ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。
・緊急の補修の必要性はないが、維持管理の中で、劣化部分について定期的な観察が必要なもの。

Ｃ ・全体的に劣化が進行している。
・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、もしくは更新が必要なもの。

Ｄ ・全体的に顕著な劣化である。
・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、もしくは更新が必要とされるもの。

〇緊急度判定の評価基準

緊急度 評価基準

高 ・健全度判定がＤの公園施設

中 ・健全度判定がＣの公園施設

低 ・健全度判定がＡ又はＢの公園施設

（3）緊急度判定
健全度判定結果に基づき、施設の補修、もしくは更新に対する緊急度を下記のとおり設定する。

②健全度調査及び健全度・緊急度判定
予防保全型管理を行う候補に分類した施設について健全度調査を実施し、以下の評価基準に基づき健全度及び緊急度の判定を行います。
なお、事後保全型管理に分類した施設については、予備調査において利用禁止のみを判断し、健全度及び緊急度の判定は行わない。
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（３）計画の策定

〇管理類型で分類する施設数

種 別
管理類型

合 計
事後保全型管理を行う施設 予防保全型管理を行う候補施設

園路広場（園路、橋梁など） ４３５ ２ ４３７

修景施設（池、藤棚など） １２７ ３１ １５８

休養施設（ベンチ、四阿など） ７３８ ２６ ７６４

遊戯施設（ぶらんこ、すべり台など） ６ ５０５ ５１１

運動施設（ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙなど） １ １５ １６

教養施設（植物園、記念碑など） １５ ４ １９

便益施設（トイレ、駐車場など） １８９ ２０ ２０９

管理施設（照明施設、柵など） １,３９６ ２６ １,４２２

その他施設（分電盤など） ６ ０ ６

合 計 ２,９１３ ６２９ ３,５４２

（４）予防保全型管理を行う候補に分類した施設
予備調査の結果及び調査後の新設・撤去等を踏まえ、以下のとおり施設を分類する。

（単位:施設）

令和４年９月３０日現在

あずまや
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（３）計画の策定

（５）判定結果
健全度、緊急度判定結果及び調査後の新設・撤去等を踏まえ、以下のとおりに判定する。

〇健全度及び緊急度判定結果

種 別

健全度・緊急度判定

合 計低 中 高

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

園路広場
（園路、橋梁など）

１
（ 50.0％）

１
（ 50.0％）

０
（ 0.0％）

０
（ 0.0％） ２

修景施設
（池、藤棚など）

６
（ 19.4％）

２３
（ 74.2％）

２
（ 6.4％）

０
（ 0.0％） ３1

休養施設

（ベンチ、四阿など）
７

（ 26.9％）
１４

（ 53.9％）
４

（ 15.4％）
１

（ 3.8％） ２６

遊戯施設
（ぶらんこ、すべり台など）

４２
（ 8.3％）

３２０
（ 63.4％）

１４３
（ 28.3％）

０
（ 0.０％） ５０５

運動施設
（ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ、ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙなど）

３
（ 20.0％）

１１
（ 73.3％）

１
（ 6.7％）

０
（ 0.0％） １５

教養施設
（植物園、記念碑など）

0
（ 0.0％）

２
（ 50.0％）

２
（ 50.0％）

０
（ 0.0％） ４

便益施設
（トイレ、駐車場など）

０
（ 0.0％）

３
（ 15.0％）

１７
（ 85.0％）

０
（ 0.0％） ２０

管理施設
（照明施設、柵など）

９
（ 34.6％）

１６
（ 61.5％）

０
（ 0.0％）

１
（ 3.9％） ２６

合 計 ６８
（ 10.8％）

３９０
（ 62.0％）

１６９
（ 26.9％）

２
（ 0.3％） ６２９

（単位:施設）

あずまや



8

（３）計画の策定

（２）都市公園整備状況等
１）都市公園整備状況

２）計画対象公園
都市公園９３か所(街区公園71か所、近隣公園11か所、地区公園6か所、総合公園3か所、都市緑地2か所)を対象とする。

３）計画対象公園施設数

都市公園の数 都市公園の面積 都市計画区域人口一人当たりの都市公園面積

９３か所 １２９.８２ha １１.８３㎡/人

園路広場
（園路・橋梁など）

修景施設
（池・藤棚など）

休養施設

（ベンチ、四阿など）
遊戯施設

（ぶらんこ・すべり台など）
運動施設

（ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ・ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙなど）

４３７ １５８ ７６４ ５１１ １６

③計画の策定
公園施設⾧寿命化計画の内容を以下のとおりに示します。

（１）計画期間
令和５年から令和１４年までの１０年間とする。

教養施設
（植物園・記念碑など）

便益施設
（トイレ・駐車場など）

管理施設

（照明施設・柵など）
その他施設

（分電盤など） 合 計

１９ ２０９ １,４２２ ６ ３,５４２

（単位:施設）

（令和４年３月３１日現在）

あずまや
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（３）計画の策定

（３）⾧寿命化対策による効果の算出

１）ライフサイクルコストの縮減額の算出

予防保全型管理を行う候補施設について、以下のとおりにライフサイクルコストの縮減額を算出する。

⾧寿命化対策費や維持保全費などに関する概算費用を算出し、⾧寿命化対策をした場合としなかった場合で比較を行う。

算出例として、【四阿】における単年度当たりのライフサイクルコスト縮減額で比較を行う。

①⾧寿命化対策をした場合のライフサイクルコストの算出方法（予防保全型管理）

⾧寿命化対策をした場合の費用

「維持保全費(240千円(40年分))」+「定期点検(健全度調査費) (10千円)」+ 

「補修費(1,000千円)」+「更新費(8,500千円)」＝「合計9,750千円」

÷
⾧寿命化対策をした場合の使用見込み期間(耐用年数)

【四阿】処分制限期間※22年×1.8倍＝40年
＝

⾧寿命化対策をした場合の

単年度当たりのライフサイクルコスト

(9,750千円÷40年＝244千円/年)

⾧寿命化対策をしない場合の費用

「維持保全費(200千円(33年分))」+「更新費(8,500千円)」

＝「合計8,700千円」

÷
⾧寿命化対策をしない場合の使用見込み期間(耐用年数)

【四阿】処分制限期間22年×1.5倍＝33年
＝

⾧寿命化対策をしない場合の

単年度当たりのライフサイクルコスト

(8,700千円÷33年＝264千円/年)

②⾧寿命化対策をしない場合のライフサイクルコストの算出方法（事後保全型管理）

２）管理類型の再検討
ライフサイクルコストの縮減額がマイナスとなる場合(上記③)は、以下のとおりに事後保全型管理を行う施設として計画に位置付け再検討を行う。

③単年度あたりのライフサイクルコストの縮減額

⾧寿命化対策をしない場合の

単年度当たりのライフサイクルコスト:264千円/年
ー

⾧寿命化対策をした場合の

単年度当たりのライフサイクルコスト:244千円/年
＝

単年度当たりのライフサイクルコストの縮減額

(264千円/年ー244千円/年＝20千円/年)

※処分制限期間:適化法第22 条に基づく制限を受ける期間のこと

３）計画全体の⾧寿命化対策の実施効果
上記１）の算出例で示したように、予防保全型管理を行う候補施設６２９施設においてライフサイクルコストを比較し、単年度当たりのライフサイクルコスト縮減額は
４,１７７千円と算出された。

あずまや

あずまや

あずまや
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（３）計画の策定

（４）更新対象施設

事後保全型管理施設
2,913（48）施設

園路の舗装、花壇、汎用品のベンチ、野外卓、水飲場、手洗い場、簡易トイレ ほか

利用禁止施設
32（32）施設

特に安全を確保する施設
16（16）施設

その他の施設
2,865（0）施設

ベンチ、園名板 転落防止柵、バックネット 園路の舗装、花壇、
ベンチ ほか

予防保全型管理施設
629（116）施設

橋梁（10ｍ以上）、カスケード、四阿、転落防止柵（1.1m以上）、遊戯施設 ほか

D判定
2（2）施設

C判定
169（114）施設

B判定
390（0）施設

Ａ判定
68（0）施設

利用禁止あるいは、
緊急な補修、もしくは
更新が必要

部分的な補修、もしく
は更新が必要

全体的に健全だが、
部分的に劣化が進行 全体的に健全

※事後保全型管理施設のうち「特に安全を確保する施設」は、破損することにより公園利用者に被害を与える可能性が高く、 緊急対応を必要としない予防保全型管理施設の「C判定施設」と
比べ、 緊急度が高いと判断する。

※（ ）内の施設数は、計画期間内（Ｒ5～Ｒ14）に使用見込み期間を超過する更新対象の施設数。

優先度１位 優先度２位優先度３位 優先度４位

計画対象公園施設
3,542（164）施設

○本計画の更新対象施設は使用見込み期間（耐用年数）を超過している上記表の優先度１～４位の１６４施設とする。

あずまや
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（３）計画の策定

※1日常点検 :維持管理において、異常の発見と対処を目的とした巡視点検
※2定期点検 :遊具や建築設備等に関する他法令の規程による点検

管理類型 事後保全型管理を行う施設 予防保全型管理を行う施設

管理水準 〇日常的な維持管理により、施設の機能維持を目的とした管理を行う。
〇施設の劣化や損傷の進行を未然に防止するため、日常的な維持管理の

ほか構造部材の補修等により、施設の延命化を目的とした管理を行う。

施設点検
〇日常点検※1

・点検方法:市職員による巡視点検
・実施頻度:年１回ほか適時

〇定期点検※2(健全度調査)
・点検方法:委託
・実施頻度:５年に１回（遊具のみ毎年）

〇日常点検
・点検方法:市職員による巡視点検
・実施頻度:年１回のほか適時

維持管理
〇日常的な維持管理により、施設の機能を損なわないよう消耗部材の修繕を行う。

〇予期せず異常が発見された場合は利用禁止措置を行う。

〇施設の構造部材が原因となり健全度判定が「Ｃ」に判定された時点で施設の補修を行う。

〇日常的な維持管理により、施設の機能を損なわないよう消耗部材の修繕を行う。

〇予期せず異常が発見された場合は利用禁止措置を行う。

更新時期
〇劣化や損傷に伴い構造部材の補修を要し、施設の機能が維持できなくなると判

断された段階で撤去または更新を行う。
〇健全度が「Ｃ」または「Ｄ」に判定され、ライフサイクルコストの縮減効果が最も高くなる年度を

基本として施設更新を行う。

（６）⾧寿命化対策及び維持管理に関する基本方針
公園施設の管理類型に応じて、⾧寿命化対策及び維持管理に関する基本方針を下表のとおりに定める。

（５）計画的な管理手法

予防保全型管理

補修
（施設の寿命を延ばすことを目的に行う、大幅な修理や交換）

更新
（公園施設を取り換えたり新しく作り直すこと）

事後保全型管理

更新
(公園施設を取り換えたり新しく作り直すこと)

修繕
(部分的な修復や消耗材の部品交換など)

修繕
（部分的な修復や消耗材の部品交換など）



12

（３）計画の策定

（７）年次計画及び実施効果
本計画の実施に伴う⾧寿命化対策の概算費用について以下のとおり示す。

概 要 概算費用 備考

①概算費用合計（10年間） ６９７,５３７千円 【②+③】

②予防保全型管理を行う施設の概算費用合計（10年間） ５９７,１１５千円

③事後保全型管理を行う施設の概算費用合計（10年間） １００,４２２千円

④単年度当たりの概算費用 ６９,７５４千円 【①/10年】

２）⾧寿命化対策の概算費用

３）年次計画の策定
計画の実施に要する予算に偏りが生じないよう、上記表④の単年度当たりの概算費用を基準額として、公園施設の補修もしくは更新年度を調整するこ

とで平準化を図り、年次計画を策定する。

令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年

６８,３２３千円 １００,９３９千円 １０２,００３千円 ７４,６２８千円 ４８,０５７千円

令和10年 令和11年 令和12年 令和13年 令和14年 合計

８７,７１１千円 ４９,１５５千円 ５０,０８６千円 ６８,７６７千円 ４７,８６８千円 ６９７,５３７千円

○年度ごとの事業費

１）対策優先順位の考え方

優先度 選定理由

１ 健全度判定（Ｄ・Ｃ）及び緊急度判定（高・中）の施設が存在する公園

２ 多数の利用者が想定される総合公園などの規模が大きい公園

３ ライフサイクルコストの縮減効果と事業費の平準化を考慮した施設更新

４）計画全体の⾧寿命化対策の実施効果
今回⾧寿命化計画を策定した公園における単年度当たりのライフサイクルコスト縮減額は４,１７７千円(P9参照)であり、10年間でのライフサイクルコスト縮減額
は４１,７７０千円である。
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（３）計画の策定

（８）計画の見直し
定期点検等により、公園施設の劣化または損傷の状況に変化が認められた場合、以下の流れで年次計画の見直しを行う。

【ＰＤＣＡサイクル】

計画の策定。
次回以降の健全度調査の結果が、

⾧寿命化計画で定めた内容と著しく
乖離が生じた場合のほか、中間年にお
いて、計画変更の必要性が生じた場
合は適宜見直しを行う。

計画に沿った更新及び補修等による
適切な維持管理に努めます。

ライフサイクルコストの縮減効果と予算
の平準化を考慮し、更新及び補修等
を行う実施年度などの設定を行う。

定期点検等により、公園施設の劣化
または損傷の状況を確認し、健全度
及び緊急度の判定を行う。

計画
（Plan）

実施
（Do）

改善
（Action）

評価
（Check）


